
第５回中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会

議 事 概 要

１．日時及び場所

（１）日 時 平成２７年３月４日（水）１０：００～１２：００

（２） 場 所 中 部地方 整 備局（ 名古屋合同庁舎第２号館 ）６階中会議室

２．中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員

委員長 熊田 均 弁護士

委員長代理 和田 肇 名古屋大学大学院教授

委員 上田 圭祐 公認会計士

委員 田島 暁 元中日新聞論説主幹

３．議事概要

（１）「平成２６年度中部地方整備局コンプライアンス報告書（案）」及び「平

成 ２ ７ 年 度 中 部 地 方 整 備 局 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 計 画 （ 案 ）」 に つ い て

（違法性の認識が希薄にならない研修手法の取組）

【意見・質問】

計 画 研 修 の 中 で 実 施 し た グ ル ー プ 討 議 の 効 果 や 反 応 は ど う で し た

か。

【回答】

ＤＶ Ｄ 映像を 見た直 後に グルー プ討議 を実 施した こと により、研修

生同士 で 活発な 意見交 換が でき、 また、 グル ープ毎 に発 表することに

より、コンプライアンス意識の向上が図られたと評価しています。

【意見・質問】

国土 交 通省の 使命や 設置 の目的 を職員 が認 識して いる ことが、士気

高揚や不正防止には有効と思います。

【回答】

幹部 の 訓示や 各種会 議の 機会を 捉え、 組織 の使命 や役 割について職

員に語 り かける など共 有し ていま す。ま た、 研修等 では 、国家公務員

法その他関係法令等も指導しています。

（事業者との応接方法の徹底等）

【意見・質問】

事業 者 との対 応時に 議事 録は作 成して いる のか。 また 、トラブル防

止のため相手方と確認しておくのがよい。

【回答】

契約 内 容の変 更を指 示す る時な どには 必ず 議事録 を作 成し、相手方

にもその内容の確認を行っています。

（入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底）

【意見・質問】

情報 管 理の徹 底に関 して 、パス ワード には 有効期 限を 設けているの



か。３ カ 月毎に パスワ ード を変更 して、 情報 管理の 徹底 を図っている

職場もある。

【回答】

年１ 回 、人事 異動等 の際 に変更 するよ うに してい ます 。職員認証サ

ービス （ ＧＩＭ Ａ）で は、 半年に １回パ スワ ードを 変更 する必要があ

るため 、 発注事 務に関 する パスワ ードの 管理 につい ても 今後検討して

いきたい。

（監査機能の充実）

【意見・質問】

一般 監 査にお けるコ ンプ ライア ンス関 係の 項目に 対す る指摘事項は

全て改善されたのか。

【回答】

指摘 事 項につ いては 速や かに改 善され まし た。ま た、 指摘事項も含

めて一 般 監査の 結果に つい ては、 全事務 所に 情報提 供し て注意喚起を

し、同様の事案が発生しないようにしています。

（その他）

【意見・質問】

コン プ ライア ンス推 進計 画を策 定する よう になっ て４ 年目になるの

で、マ ン ネリ化 防止の ため にも年 度ごと に重 点課題 を設 けるようにす

ればよいのではないか。

【回答】

具体的な取組について検討してまいります。

【意見・質問】

コン プ ライア ンス情 報の 発信実 績表を 見て も不祥 事は 地方公共団体

で多く起きているようだが、地方公共団体と国とは何が違うのか。

【回答】

一般 論 ではあ るが、 地方 公共団 体は異 動の 範囲も 限定 され、地縁的

な繋が り が強い こと、 また 、地方 公共団 体そ のもの の数 が多いことな

ども一因ではないかと考えられます。

整備 局 として も、公 共工 事の品 質確保 等に ついて 、地 方公共団体と

の連携を深めるよう取り組んでいるところです。

【意見・質問】

どう し て職員 が不祥 事に 手を染 めてし まっ たのか とい うメンタル面

の問題 に も着目 する必 要が あると 思う。 その ため、 そう いう面からの

対策も検討していただきたい。

【回答】

メン タ ル面も 含めた 取組 を現在 も行っ てい るが、 更に 充実してまい

ります。

【意見・質問】

業者 と のコミ ュニケ ーシ ョンは 大事で ある 。不祥 事防 止のため、担

当者を 複 数にす るとか 定期 的に交 替する こと は必要 だが 、最終的には

担当者の倫理観の問題になるのではないか。



【回答】

適切 な コミュ ニケー ショ ンを図 りなが ら、 リスク 管理 を徹底してい

くことが大事であると考えています。

【意見・質問】

コン プ ライア ンスに 関す る規制 事項な どは 、わか りや すいものとす

るため 、 できる だけ具 体的 な記述 にして 、常 に手元 に置 けるようにし

ておくのがよいと思う。

【回答】

発注 者 綱紀保 持ハン ドブ ックや 携帯カ ード を作成 し全 職員に配布し

ておりますが、更なる活用が図られるよう工夫してまいります。


